
　

新・旧

新・旧

新・旧

新・旧

円

(a)のうち新保険料
等の金額の合計額

(a)のうち旧保険料
等の金額の合計額

Ｄ

Ｅ

円

円

(a)のうち新保険料
等の金額の合計額 A

(a)のうち旧保険料
等の金額の合計額 Ｂ

 

円

円

合 計 （控除額）
円

円 80,001円以上 　一律に40,000円  100,001円以上 　一律に50,000円

 25,001円から50,000円まで （B又はE）×1/2＋12,500円

 40,001円から80,000円まで （A、C又はD）×1/4＋20,000円  50,001円から100,000円まで （B又はE）×1/4＋25,000円

 20,000円以下 A、C又はDの全額  25,000円以下 B又はEの全額
心 身 障 害 者 扶 養 共 済 制 度 に 関 す る 契 約 の 掛 金

 20,001円から40,000円まで （A、C又はD）×1/2＋10,000円

計 算 式 Ⅰ （ 新 保 険 料 等 用 ） ※ 計 算 式 Ⅱ （ 旧 保 険 料 等 用 ） ※ 生命保険料控除額
計（㋑＋㋺＋㋩）
（最高120,000円）

A、C又はDの金額 控除額の計算式 Ｂ又はＥの金額 控除額の計算式

確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金

独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金
円

確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金

(a)

(a)

(a)

(a)

Bの金額を下の計算式Ⅱ （旧保険

料等用）に当てはめて計算した金額

Aの金額を下の計算式Ⅰ （新保険

料等用）に当てはめて計算した金額

②

（最高40,000円）

種          類

(a) 円

支払開始日 　　 ・ 　　・ 　
（最高40,000円）

合 計 （控除額）

(a)

Dの金額を下の計算式Ⅰ （新保険

料等用）に当てはめて計算した金額

Eの金額を下の計算式Ⅱ （旧保険

料等用）に当てはめて計算した金額

④

⑤

支払開始日 　　 ・ 　　・ 　

円

支払開始日 　　 ・ 　　・ 　

Cの金額を下の計算式Ⅰ （新保険

料等用）に当てはめて計算した金額 ㋺

新・旧

新・旧

（最高50,000円）

円

(a) 円

円

計 （ ④ +⑤ ）

⑤ と⑥のいずれ
か 大 き い 金 額

⑥

円

社会保険
の 種 類

新・旧

＝

保 険 料 支 払 先
の 名 称

あなたが本年中に支
払った保険料の金額

㋩

円

円

（最高40,000円）

(a)

(a)
（最高50,000円）

円

地震保険料
控 除 額

Ⓑ の
金額

Ⓒの金額 （Ⓒの金額が
10,000円を超える場合は、
Ⓒ × 1/2+5,000円 ） ※

（最高15,000円）

円 円

（最高50,000円）（最高50,000円）

円

（最高40,000円）

　Ⓐのうち旧長期損害保険料の金額の合計額
（最高40,000円）

　Ⓐのうち地震保険料の金額の合計額

計 （ ①+② ）

＋

Ⓒ
円

③
円

㋑

Ⓑ
円

(a)の金額の合計額 Ｃ
円

①
円

② と③のいずれ
か 大 き い 金 額

(a)

円
地   震

・
旧長期

地   震
・

旧長期

円

一

般

の

生

命

保

険

料

保 険
期 間

新 ・ 旧
の

区 分

あなたが本年中に支払った

保険料等の金額（分配を受け

た剰余金等の控除後の金額）

給 与 の
支払者の
確 認

給 与 の
支払者の
確 認

◎
こ
の
申
告
書
の
記
載
に
当
た

て
は

裏
面
の
説
明
を
お
読
み
く
だ
さ
い

保 険 等 の
契 約 者 の 氏 名

保 険 等 の
契 約 者 の 氏 名 地震保険料

又は旧長期

損害保険料

区 分

給与の支払者の
所 在 地 （住 所）税務署長  

保 険 会 社 等
の 名 称

保 険 等 の
種類（目的）

(a)

保 険 会 社 等
の 名 称

保 険 等 の
種 類

個

人

年

金

保

険

料

円

介

護

医

療

保

険

料

保険期間

又 は

年金支払

期 間

あ な た の 住 所
又 は 居 所

所轄税務署長 給与の支払者の
名 称 （ 氏 名 ） （ フ リ ガ ナ ）

あ な た の 氏 名

給与の支払者の
法 人 番 号

　※この申告書の提出を受けた給与の支払者（個人を除きます。）が記載してください。

※ 控除額の計算において算出した金額に１円未満の端数があるときは、その端数を切り上げます。

保

Ⓐ

令 和 ６ 年 分 　 給 与 所 得 者 の 保 険 料 控 除 申 告 書

生

 
命
 
保
 
険
 
料
 
控
 
除

地

震

保

険

料

控

除

社

会

保

険

料

控

除

小

規

模

企

業

共

済

等

掛

金

控

除

あなたが本年中に支
払 っ た 掛 金 の 金 額

あなたが本年中に支払った

保険料等のうち、左欄の区分
に係る金額（分配を受けた剰

余金 等 の 控除 後 の 金額 ）

記載のしかたはこちら

保 険 金 等 の
受 取 人 の 氏 名 保険 等 の 対 象 と な っ た 家 屋

等 に 居 住 又 は 家 財 を 利 用
し て い る 者 等 の 氏 名

保 険 料 を 負 担 す る こ と に
な っ て い る 人 の 氏 名

Ⓒ
令和６年に⼊社をして前職の収⼊がある場合は
源泉徴収票を証明書貼付用紙(Ⓓ)に貼付
手元にない場合、前職の勤務先に依頼をし取り寄せてください

岐阜南

株式会社　大手食品会社

０１２３４５６７８９１０１
岐阜県岐阜市･･･

タナカ　ヨシノブ

田中　慶喜

岐阜県岐阜市･･･

●●生命㈱

●●生命㈱

終身

養⽼

終身

10年

田中　慶喜

田中　慶喜

田中　洋子

田中　慶喜

〇

〇

25,000

80,000

⽣命保険料控除・・・保険料の種類「⼀般、介護、年⾦」及び「新、旧」の区分を確認し記⼊
             証明書(ハガキ)を証明書貼付用紙(Ⓓ)に貼付
             払込中の場合は、12⽉までの参考⾦額を記⼊

25,000

80,000

22,500

45,000

※ 　　　　　　　

※
45,000
 　　　　　　　

 　　　　　　　

 　　　　　　　
40,000

45,000

●●生命㈱ 介護 20年 田中　慶喜 田中　洋子 80,000

80,000 40,000
※ 　　　　　　　

●●生命㈱

●●生命㈱

▲年⾦

▲年⾦

30年

30年

田中　慶喜

田中　慶喜

田中　洋子

田中　慶喜

〇

〇

90,000

30,000

90,000

30,000

※ 　　　　　　　
40,000

※ 　　　　　　　
27,500  　　　　　　　　　

40,000
 　　　　　　　

40,000

 　　　　　　　　　

120,000

※の個所は計算式　　　　　 にて控除額を計算

××火災㈱

××火災㈱

地震(建物)

積⽴傷害

5年

12年

田中　慶喜
田中　慶喜

田中　慶喜
田中　慶喜

42,000

14,800

42,000

12,000
 　　　　　　　
42,000

 　　　　　　　
14,800
 　　　　　　　

50,000

・保険料の種類「地震、旧⻑期」を確認し記⼊
・証明書(ハガキ)を証明書貼付用紙(Ⓓ)に貼付
・同じハガキ内で地震保険と旧⻑期保険の保険料額が
　二段書きされている場合は、どちらか一方しか使用できません

国⺠年⾦ ⽇本年⾦機構 田中　高志 120,000

令和６年中に納付された、国⺠年⾦・国⺠健康保険料の⾦額を記⼊
国⺠年⾦➡証明書を証明書貼付⽤紙(Ⓓ)に貼付
国⺠健康保険➡納付⾦額が分かる書類(コピー可)を証明書貼付⽤紙(Ⓓ)に貼付

※給料または年⾦から控除されたものについては、こちらに記⼊しないでください。

該当する掛⾦がある場合は、
その⾦額を記⼊し証明書を
証明書貼付用紙(Ⓓ)に貼付

平成２７年〜令和５年に住宅取得特別控除を受けられた⽅
➡住宅借⼊⾦等特別控除証明書、住宅取得資⾦に係る借⼊⾦の年末残⾼証明書を提出

2047 12 1

2047 7 1



　 生命保険料控除の対象と なる生命保険料と は、 一定の生命保険契約等
（ 年金を給付する定めのあるも のを含みます｡）、 あるいは疾病若しく は
身体の傷害により 入院して医療費を支払ったこ と などに基因して保険金
が支払われる一定の保険契約に基づき 、 あなたが本年中に支払った保険
料や掛金をいいます。
　 なお、 控除の対象と なる保険料や掛金は、 保険契約等の内容や契約締
結日などによって次のよう に区分されますから 、 生命保険会社等が発行
した証明書類などによって、 控除の対象と なるものかどう かと 各保険料
の区分を確認し、 保険料の区分ごと に所定の欄に記入してく ださい。

（ 注） １    平成18年度の税制改正前の所得税法第77 条第1 項に規定す
る損害保険契約等のう ち、保険期間又は共済期間の満了後に満
期返戻金を支払う 旨の特約のある契約等でこれらの期間が 10
年以上のものであり 、かつ、平成19 年1 月1 日以後に契約の変
更をしていないものに限るものと し 、その契約等の保険期間又
は共済期間の始期が平成 19 年 1 月 1 日以後であるものを除き
ます。
２   「 地震保険料又は旧長期損害保険料の区分」 欄の記載に当た
っては、地震保険料か旧長期損害保険料かに応じて、いずれか
一方を○で囲んでく ださい。

　 あなた又はあなたと 生計を一にする親族が負担するこ と になっている
次のよう な保険料で、あなたが本年中に支払ったものが控除の対象と な
り ます。
①  国民健康保険の保険料や国民健康保険税
②  健康保険、 厚生年金保険や船員保険の保険料（ 任意継続被保険者の
負担すべき分を含みます｡）
③  高齢者の医療の確保に関する法律の規定による保険料（ 後期高齢者
医療制度の保険料）
④  介護保険法の規定による介護保険の保険料
⑤  国民年金の保険料や国民年金基金の加入員と して負担する掛金
⑥  農業者年金の保険料や雇用保険の労働保険料など
  （ 注）１    給与から差し引かれた社会保険料は、 改めてこの申告書によ

って申告するまでも なく 控除の対象と さ れますから、 記載する
必要はあり ません。
２    記載に当たっては、未払のも のや1年超の前納（ 法令の規定
に基づく 一定の前納を除きます｡）のものを含めていないかご確
　認く ださい。

　 ⑤以外については、 証明書類
を添付する必要はあり ません。

　 なお、掛金の金額の多少にか
かわら ず全てのも のについて
必要です。

　 なお、保険料の金額の多少に
かかわら ず全てのも のについ
て必要です。
　 また、団体特約により 損害保
険料を払い込んだ場合の取扱
いは、 生命保険料と 同様です。

　 あなたが本年中に支払った次に掲げる掛金が控除の対象と なり ます。
①  独立行政法人中小企業基盤整備機構と 締結した共済契約（ 旧第 2 種
共済契約を除きます｡） に基づく 掛金
②  確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金
③  確定拠出年金法に規定する個人型年金加入者掛金
④  地方公共団体が条例の規定によ り 精神又は身体に障害がある者に関
して実施する心身障害者扶養共済制度で一定の要件に該当する契約に
基づく 掛金
 （ 注）    給与から差し引かれた小規模企業共済等掛金は、 改めてこの申

告書によって申告するまでもなく 控除の対象と されますから、記
載する必要はあり ません。

　 なお、一般の生命保険料のう
ち旧生命保険料にあっては一
契約の保険料（ 分配を受けた剰
余金、 割戻金を差し 引いた残
額） が 9,000 円を超えるものに
ついて、また、 旧生命保険料以
外の保険料にあっては金額の
多少にかかわら ず全てのも の
について必要です。
　 また、勤務先を対象と する団
体特約によ り 払い込んだ生命
保険料については、この申告書
に記載した「 あなたが本年中に
支払った保険料等の金額」､「 保
険金等の受取人」 などに誤り が
ないこ と について、勤務先の代
表者又はその代理人の確認を
受けたと きは、証明書類を添付
する必要はあり ません。

　 地震保険料控除の対象と なる地震保険料と は、 あなた又はあなたと 生
計を一にする親族の家屋で常時その居住の用に供しているものや、 これ
らの人の生活に通常必要な家財を保険又は共済の目的と し 、 かつ、 地震
若し く は噴火又はこれらによる津波を直接又は間接の原因と する火災、
損壊、 埋没又は流失による損害（ 以下「 地震等損害」 と いいます｡） によ
り これらの資産について生じた損失の額を塡補する保険金又は共済金が
支払われる損害保険契約等に基づき 、 あなたが本年中に支払った保険料
や掛金のう ち地震等損害部分の保険料や掛金（ 以下「 地震保険料」 と い
います｡） をいいます。
　 また、 平成18 年12 月31 日までに締結した長期損害保険契約等（ 注
１ ） に基づいてあなたが本年中に支払った保険料や掛金（ 以下「 旧長期
損害保険料」 と いいます｡） については、 地震保険料控除の対象と するこ
と ができます。
　 ただし、 一つの損害保険契約等が、 地震等損害により 保険金や共済金
が支払われる損害保険契約等と 長期損害保険契約等のいずれの契約区分
にも該当する場合には、 選択により いずれか一方の契約区分にのみ該当
するものと して、 地震保険料控除の控除額を計算します。
　 なお、 控除対象と なる地震保険料の金額又は旧長期損害保険料の金額
については、 損害保険会社等が発行した証明書類などによって確認して
く ださい。

平成23年12月31日
以前（ 旧保険料等）

平成24年1月1日
以後（ 新保険料等）

一般の生命保険料 旧生命保険料 新生命保険料 

 日結締約契 

（ 注） １   生命保険料控除額は、「 一般の生命保険料」 と「 介護医療保険
料」、「 個人年金保険料」 を区分し、 それぞれ表面の計算式に基
づき算出した各控除額を合計した金額（ 最高 120,000 円） と な
り ます。

２     「 一般の生命保険料」 と 「 個人年金保険料」 について、「 新・
旧の区分」 欄の記載に当たっては、 新保険料等か旧保険料等か
に応じて、 いずれか一方を○で囲んでく ださい。
３     「 一般の生命保険料」 又は「 介護医療保険料」 の対象と なる
保険契約等は、 その契約等に基づく 保険金等の受取人の全てを
あなた又はあなたの配偶者その他の親族と するも のに限り ま
す。
　 また、「 個人年金保険料」の対象と なる保険契約等は、 その契
約に基づく 年金の受取人をあなた又はあなたの配偶者が生存し
ている場合には、 そのいずれかと するものに限り ます。

生命保険会社等が発行した
証明書類 

○ 控除の対象となる保険料の範囲等と添付書類について 
控 除 の 対 象 と な る 保 険 料 の 範 囲 等 添 付 書 類（※）

損害保険会社等が発行した
証明書類 

左記⑤の保険料又は掛金に
ついては、厚生労働省又は各国
民年金基金が発行した証明書
類 

独立行政法人中小企業基盤

整備機構や国民年金基金連合
会、地方公共団体が発行した証
明書類 

控 除 の 対 象 と な る 保 険 料 の 範 囲 等 添 付 書 類（※）

地 

震 

保 

険 

料 

等

生

 

命

 

保

 

険

 

料

証
明
書
類
の
添
付
箇
所

地

 

震

 

保

 

険

 

料

 

等

社

 

会 

保

 

険 

料

小
規
模
企
業
共
済
等
掛
金

介護医療保険料 － 介護医療保険料 

個人年金保険料 旧個人年金保険料 新個人年金保険料 
証
明
書
類
の
交
付
が
遅
延
し
た
こ
と
な
ど
の
た
め
に
添
付
が
で
き
な
い
と
き
は
、
令
和
７
年
１
月
31
日

ま
で
に
提
出
す
る
こ
と
を
条
件
と
し
て
控
除
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※　 保険料控除申告書に記載すべき事項を電磁的方法によ り 給与の支払者に提供する場合には、 こ の保険料控
除申告書に添付すべき証明書類の提出又は提示に代えて、 その証明書類に記載されるべき事項を電磁的方法
により 給与の支払者に提供するこ と ができます。


